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�

全
体
の
バ
ラ
ン
ス
も
整
い
、
細
部
ま
で
神
経
の
行
き

届
い
た
作
品
で
す
。

吉
川

よ
し
か
わ

三
奈
美

み
な
み

さ
ん
（
３
年
）

� 春のイメージで暖か

い空気感をやさしい色遣

いで表現しています。

文岡
ふみおか

桃子
とうこ

さん（3年）

� １つ１つのモチーフ

をしっかりと見つめ丁寧

に描いています。

中野
なかの

沙恵
さえ

さん（2年）

�

ど
っ
し
り
と
力
強
く
、
若
い
力
が
感
じ
ら
れ
る
作

品
で
す
。

西
原

さ
い
ば
ら

大
樹

だ
い
き

く
ん
（
３
年
）

中 谷 中 学 校

元気いっぱいやんちゃ

でわがままな弟です。お

兄ちゃんとお姉ちゃんが

いっぱい遊んであげるネ。

父　伸二・母　朱美さん

小橋
こばし

空
そら

くん
1歳3カ月（白金）

坂本
さかもと

侑芽
ゆめ

ちゃん
1歳（松尾台）

別府と川西のじーじ＆ば

ーば、いつも見守ってくれ

てありがとう☆ゆめはもっ

と大きくなりまーす！

父　宏明・母　紀子さん

▼
対
象
平
成
16
年
12
月
１
日
か
ら
同
17
年
11
月
30
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
赤
ち
ゃ
ん
　
▼
募
集
人
数
12
人
（
多
数
抽
選

当
選
者
に
は
６

月
中
に
通
知
し
ま
す
）
申
込
み
は
、
ハ
ガ
キ
に
赤
ち
ゃ
ん
の
名
前

（
ふ
り
が
な
）
・
性
別
・
生
年
月
日
・
住
所
・
両
親
の
氏
名
・
電
話

番
号
（
昼
間
に
連
絡
の
と
れ
る
番
号
、
携
帯
電
話
も
可
）
を
記
入
し
、

６
月
12
日
必
着
で
広
報
室
（
〒
６
６
６
・
０
２
９
２
住
所
記
入
不
要
、

�
７
６
６
・
８
７
０
７
）
へ
。

《モデル募集》
ほたるの夕べ

初夏さわやかな夕べ、ふるさと

館および野外ステージを中心とし

て「ほたるの夕べ」を開催します。

会場周辺には駐車場がありませ

ん。指定駐車場は、文化体育館駐

車場をご利用ください。

当日は、日生中央バスターミナ

ルから文化体育館駐車場を経由し、

ふるさと館までの臨時直行バス

（有料）を、午後３時3 0分～同６時

30分までの間随時運行します。

◎ほたるの学習会

�とき ６月1 0日（土）午後４時

～同６時

�ところ ふるさと館（催し会場）

�内容 ほたるの生態をクイズを

交えながら親子で楽しく学びます。

�受講料 無料

◎ミニコンサート

�とき ６月1 0日（土）午後６時

～同７時20分

�ところ ふるさと館野外ステー

ジ

�出演 コール・ドルチェ（女声

カルテット）、六瀬中学校吹奏楽部

�曲目 懐メロ特集・さびしいか

しの木ほか

�料金 無料

問い合わせは、生涯学習課（�

767―2600）へ。

当日は、午前９時以降（テレフ

ォンサービス0 1 8 0－9 9 7－1 7 0）ま

たは、ふるさと館（�7 6 8－0 3 8 9）

へ。

6月10日
開催

各種制度の利用を

介護保険施設等利用者の
居住費等負担額軽減制度の利用を

介護保険施設利用者（ショートステイを含む）の居住費お

よび食事代については、保険給付の対象でなく、それぞれの

施設が定めています。

しかし、住民税非課税世帯の人（介護保険料の第１段階か

ら第３段階の人）には、軽減制度がありますので該当する人

は保険住民課へ申請してください。

なお軽減は申請のあった月からとなります。

社会福祉法人によるサービス利用料の
軽減制度の利用を

低所得者の人が、社会福祉法人（町内では｢社会福祉協議

会｣）の実施する介護サービス（訪問介護・通所介護・短期

入所・介護老人福祉施設）を利用される場合、利用者負担の

４分の１が軽減されます。

次のすべての要件に該当する場合は保険住民課へ申請して

ください。

�軽減の要件

問い合わせは、保険住民課（�766－8700）へ。

①住民税非課税世帯に属し、年間収入が単身世帯で150万円、

世帯員が１人増えるごとに50万円を加算した額以下の人

②預貯金などの額が単身世帯で3 5 0万円、世帯員が１人増え

るごとに100万円を加算した額以下の人

③日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと

④住民税が課税となっている親族などに扶養されていない

こと

⑤介護保険料を滞納していないこと

福祉医療の更新を

福祉医療受給者（老人・重度心身障害者（児）・乳幼

児・母子家庭医療）で、平成1 7年中の所得が所得制限額以内

（乳幼児を除く）の人には、６月末までに新しい医療受給者

証を送付します。旧受給者証は、有効期限経過後に健康福

祉課または日生・六瀬住民センターへ返却してください。

なお、平成1 8年１月２日以降に転入された人は、前住所地

で平成1 8年度所得証明書（老人医療受給者は本人および6 5歳

以上の同一世帯の人、その他医療受給者は本人・配偶者・

扶養義務者）を請求し、６月21日までに提出してください。

問い合わせは、健康福祉課（�766－8701）へ。

み
ん
な
で
支
え
る

国
民
健
康
保
険
制
度

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、
自
営
業
・
農
業
従
事
者
・
退
職

し
た
人
な
ど
、
他
の
健
康
保
険
制
度
に
入
っ
て
い
な
い
人
を
対
象

と
し
た
健
康
保
険
制
度
で
す
。

加
入
者
が
支
払
う
自
己
負
担
金
や
保
険
税
、
国
な
ど
か
ら
の
交

付
金
な
ど
を
財
源
と
し
て
市
町
村
が
運
営
し
て
い
ま
す
。

国国保保会会 計計っっててどどうう ななっってていいるるのの？？
平
成
12
年
度
に
発
足
し
た
介
護

保
険
制
度
は
、
老
後
の
介
護
を
社

会
全
体
で
支
え
る
制
度
で
、
そ
の

運
営
に
係
る
介
護
総
費
用
額
の

32
％
に
当
た
る
額
を
、
各
医
療
保

険
に
加
入
し
て
い
る
40
歳
か
ら
64

歳
ま
で
の
介
護
保
険
第
２
号
被
保

険
者
が
介
護
納
付
金
と
し
て
負
担

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

本
町
の
国
民
健
康
保
険
に
お
い

て
も
介
護
納
付
金
の
基
礎
と
な
る

介
護
費
用
総
額
は
増
加
が
著
し
く
、

第
２
号
被
保
険
者
の
一
人
当
た
り

負
担
額
は
、
平
成
12
年
度
の
１
・

８
倍
と
大
幅
な
増
と
な
っ
て
お
り
、

制
度
発
足
以
来
負
担
額
を
据
え
置

い
て
き
た
本
町
に
お
い
て
は
、
平

成
17
年
度
で
約
４
千
万
円
の
不
足

が
生
じ
る
状
況
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
不
足
を
解
消
し
安
定
し
た

財
政
運
営
を
図
っ
て
い
く
た
め
に
、

今
回
税
率
を
引
き
上
げ
た
も
の
で

す
。

平成18年度の国民健康保険税率などは
次のように改正しました

区　　分 医療分（改正なし）
介護分

改正後 改正前

所得割額

資産割額

均等割額

平等割額

課税限度額

5.8％

30％

26,000円

25,800円

530,000円

1.7％

4％

11,200円

7,000円

90,000円

0.63％

4％

5,700円

2,500円

80,000円

「介護分」の保

険税は、4 0歳以上

6 5歳未満の加入者

（介護２号）がい

る世帯に月割りで

計算します。

制度別 対象者

老人医療

身体障害者

（児）医療

乳幼児医療

母子家庭医

療

高齢重度心

身障害者医

療

満65歳～69歳の人

満6 5歳までの人で、身体障害者手帳１級・２

級の交付を受けている人、または療育手帳

Ａ判定の人

０歳～６歳に達する日以後の最初の３月3 1日

までの乳幼児

1 8歳に達した最初の３月3 1日まで、または2 0

歳に達する日の属する月の末日までの高校

等在学中の児童を養育している母、または

父とその児童および遺児

6 5歳以上で、身体障害者手帳１級・２級の交

付を受けている人、または療育手帳Ａ判定

の人

※いずれも所得制限があります

所得割額 資産割額

均等割額 平等割額

加入者の前年中の

所得からそれぞれ

3 3万円を控除し、

その額に一定率を

乗じた額

加入者の固定資

産税額に一定率

を乗じた額

世帯中の加入者の

数に一定額を乗じ

た額

世帯あたりの均

等の額

【医療分】

国民健康保険税算定例

【介護分】

所得割額
（（3 1 6万円－ 1 2 0万円－ 1 3万
円－3 3万円）＋（6 3万円－
33万円））×5.8％＝104,400円

資産割額
200,000円×30％＝60,000円

均等割額
２人×26,000円＝52,000円

平等割額

25,800円

所得割額

（6 3万円－3 3万円）×

1.7％＝5,100円

資産割額
1 0 0 , 0 0 0 円×4％＝
4,000円

均等割額
１人× 1 1 , 2 0 0 円＝
11,200円

平等割額

7,000円

【医療分】

1 0 4 , 4 0 0円＋6 0 , 0 0 0円＋

5 2 , 0 0 0 ＋ 2 5 , 8 0 0 円＝

242,200円

【介護分】

5 , 1 0 0円＋4 0 0 0円＋1 1 , 2 0 0

円＋7,000円＝27,300円

平成18年度年税額

2 4 2 , 2 0 0円＋2 7 , 3 0 0円＝

269,500円

平
成

18
年
度
国
民
健
康
保
険
予
算
は
？

国民健康保険税に特別控除を適用
公
的
年
金
等
控
除
の
見
直
し
の
影
響
を

受
け
る
被
保
険
者
の
激
変
緩
和
措
置
と
し

て
、
平
成
17
年
１
月
１
日
現
在
に
65
歳
以

上
で
あ
っ
た
人
に
つ
い
て
は
、
平
成
18
年

度
か
ら
２
年
間
、
保
険
税
の
算
定
の
際
に

特
別
控
除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

所得割額算定方法（年金収入のみの場合）軽減判定所得判定方法

年
金
収
入

公
的
年
金
等

控
　
　
　
除

公
的
年
金
等

特
別
控
除

33万円－ － －

平成18年度：13万円

平成19年度：7万円

年
金
収
入

公
的
年
金
等

控
　
　
　
除

15万円

公
的
年
金
等

特

別

控

除

－ － －

平成18年度：13万円

平成19年度：7万円

平
成
18
年
度
の
予
算
の
総
額
は
、

19
億
２
６
８
８
万
２
千
円
で
、
前

年
度
当
初
予
算
額
17
億
３
９
４
３

万
３
千
円
に
対
し
て
１
億
８
７
４

４
万
９
千
円
（
10
・
８
％
）
の
増

と
な
っ
て
い
ま
す
。

主
な
増
加
要
因
と
し
て
は
、
保

険
給
付
費
16
・
５
％
増
、
介
護
納

付
金
21
・
５
％
増
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
歳
出
を
賄
う
た
め
、
歳

入
と
し
て
保
険
税
10
％
増
、
療
養

給
付
交
付
金
53
・
７
％
増
、
県
支

科　目

国民健康保

険税

国庫支出金

療養給付費

交付金

県支出金

共同事業交

付金

繰入金

諸収入等

合　計

内　容

国保加入者負担分

国からの助成金

被用者保険等保険者の拠

出金により賄われる分

県からの助成分

共同事業参加市町の拠出

金により賄われる分

一般会計からの補助

延滞金・督促手数料・利

子など

737,249

495,454

375,386

94,439

36,503

185,840

2,011

1,926,882

予算額

（千円）歳入の部

科　目

総務費

保険給付費

老人保健拠

出金

介護納付金

共同事業拠

出金

保健事業費

諸支出金

予備費

合　計

内　容

電算事務処理などの費用

保険医療機関等に支払われる診療報

酬の費用

老人医療費にあてるため、各保険者

が出し合う費用

介護サービスにあてるため、各保険

者が負担する費用

高額医療費にあてるため、共同事業

参加市町が応分に負担する費用

健康診断、人間ドックなどの費用

保険税の還付金など

予備費

8,370

1,303,834

405,500

130,000

31,069

6,658

2,451

39,000

1,926,882

予算額

（千円）歳出の部

国保キャラクター
「コックン」

【世帯主】猪名川太郎（6 7歳）【年金収入】3 1 6万円【固定資産税年税額】1 0万円

【配偶者】猪名川花子（62歳）【営業所得】63万円【固定資産税年税額】10万円

出
金
35
・
３
％
増
な
ど
を
計
上
し

て
い
ま
す
。

問合せ

保
険
住
民
課

�
７
６
６
・
８
７
０
０

国民健康保険税
38.3％

国庫支出金
25.7％

療養給付費交
付金19.5％

県支出金
4.9％

共同事業交
付金1.9％

諸収入等
0.1％

繰入金
9.6％

歳入

歳出

保険給付費
67.8％

総務費
0.4％

老人保健拠
出金21.0％

介護納付金
6.8％

共同事業拠
出金1.6％

諸支出金
0.1％

保健事業費
0.3％

予備費
2.0％
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